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3つの課題の内、①株式取得資金
については従業員の後継者個人
へのご融資となることから、「中
小企業経営承継円滑化法」の認
定を受けることで融資制度の利用
が可能となります。

複雑そうですが、
一緒に進めていただ
けるのは助かります。

一つ大きな山を越えたぞ
次は融資の手続を
進めよう。

計画的な事業後継へ向けて～従業員承継の事例～
うちも世代交代の
時期なんだが
いろいろ課題があるなぁ

事業承継の
ご相談ですね。
お話をお伺います。 

ご相談内容を
整理すると、
資金のニーズは次の

3つですね。

公庫での面談日程が
　　決まりましたよ

翌
日
、後
継
者
は
認
定
書
を
手
に

公
庫
へ
向
か
っ
た
。

①株式取得資金

③代表者退職金

②現役員への
  債務弁済金

　　　　この3つの課題には、
　　　それぞれ異なる対応が
必要です。私たちだけでなく、
専門家と連携することで、
スムーズに進めることができます。

社内調整 税理士との連携
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従業員に私の後継者として
事業承継したいんですが
課題があって･･･

専門家に
相談できるのは
心強い！

沖
縄
県

公庫で相談

公庫の相談室

支援センターでの面談

支援事例　業種：医療・福祉事業、テーマ：事業承継（従業員承継）

そこで、公的機関の『事業承
継・引継ぎ支援センター』の
活用をお勧めします。経験豊
富な専門家が事業承継計画の
作成をサポートしますので、
ご安心ください。

サポート体制も
しっかりしてて
安心だ♪

計画が何より大切です。
しっかりサポートさせて
いただきます。

事業承継計画

④手続スケジュール

③資金計画
②ビジョン設定
①現状把握

県の窓口を
ご案内しますね 県の認定が

完了しました

現
代
表
者

後
継
者



法
務
局

契約書

県の認定書を拝見いたしました。
本日は融資の詳しい内容につい
てご説明させていただきます

参考：中小企業経営承継円滑化法について 

中小企業経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を総合的
に支援するための法律で、主な支援内容は以下のとおりです。

（1）税制支援（贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度）の前提となる認定

（2）金融支援（沖縄振興開発金融公庫等の融資制度の利用等）の前提となる認定事
業承継の際に新代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。

（3）遺留分に関する民法の特例

（4）所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定 中小企業庁HP
「経営承継円滑化法による支援」

・詳細は下記の中
小企業庁HPでご
確認ください。

事業をしっかり
発展させていこう！

この施設に
入居して
良かったよ！

サービスが
充実してて
安心よ！

公庫の相談室 数日後、融資決定後･･･

代表就任後も、施設のサービスは
変わらず良好で事業は順調に継続している。

融資内容の
詳細

融資内容の詳細

①株式取得資金
（後継者個人へのご融資）

②現役員への
　債務弁済金
（法人へのご融資）

③代表者退職金
（法人へのご融資）

それでは、融資契約書に
ご署名・ご捺印を
お願いします。

代表者変更等の
登記が完了
いたしました。

ありがとう
ございます

本事例における関係機関連携・金融支援のイメージ

沖縄公庫

法人 後継者（個人）

事業承継・引継ぎ
支援センター

沖縄県
商工労働部

役員への債務
弁済金・退職金

事業承継計画
の策定支援

「中小企業経営承継円
滑化法」に基づく認定

株式取得資金

事業承継は計画が大切
①長期的な視点で後継者を育成する
②金融機関と専門家が連携してサポート
③複雑な手続きを段取り良く進める


